
　建設工事等の契約に関する入札参加停止措置一覧（令和７年４月２５日現在）

商号又は名称 所在地 期間 措置要件 事案内容

パナソニックＥＷエン
ジニアリング株式会社

大阪府大阪市中央区城
見２－１－６１

令和７年４月８日から
令和７年５月７日まで

建設業法違反

当該業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置したほか、主任技術者
等として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第２８条第１項本文及び同項第２号
に該当するとして、建設業法第２８条第３項に基づく監督処分（営業停止）を受けたため。こ
のことは、熊谷市建設工事等の契約に関する入札参加停止等措置要綱第２条別表第２の措置要
件第５号（建設業法違反）に該当する。入札参加停止期間については、１か月とする。

パナソニック産機シス
テムズ株式会社

東京都墨田区押上１－
１－２

令和７年４月８日から
令和７年５月７日まで

建設業法違反

当該業者は、資格要件を満たさない者を主任技術者等として工事現場に配置していた。このこ
とが、建設業法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当するとして、建設業法第２８条第３
項に基づく監督処分（営業停止）を受けたため。このことは、熊谷市建設工事等の契約に関す
る入札参加停止等措置要綱第２条別表第２の措置要件 第５号（建設業法違反）に該当する。入
札参加停止期間については、１か月とする。

新明和工業株式会社
兵庫県宝塚市新明和町
１－１

令和７年４月２５日から
令和７年８月２４日まで

独占禁止法違
反行為

機械式駐車装置の設置工事に関し、連絡を取り合って供給予定者を決定し、それ以外の者は供
給予定者が供給できるように協力する調整を行うなど、独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして、令和７年３月２４日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたた
め。このことは、熊谷市建設工事等の契約に関する入札参加停止等措置要綱第２条別表第２の
措置要件第３号（独占禁止法違反行為）に該当する。入札参加停止期間については、４か月と
する。


